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税務訴訟資料 第２７４号（順号２０２４－１） 

 

 神戸地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 還付金充当裁決取消請求事件 

 国側当事者・国 

 令和６年１月１６日棄却・控訴 

 

    判    決 

 原告         Ｘ 

 被告         国 

 同代表者法務大臣   小泉 龍司 

 裁決行政庁      国税不服審判所長 

            伊藤 繁 

 同指定代理人     熊野 祐介 

 同          青木 将典 

 同          中村 拓史 

 同          花谷 愛華 

 同          鎌田 進 

 同          宮脇 大輔 

 同          阿南 一男 

 同          今野 藍 

 同          村井 泰人 

 同          井上 裕貴 

 

    主    文 

 １ 原告の請求を棄却する。 

 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求の趣旨 

    裁決行政庁が令和５年３月１７日付けで原告に対してした裁決（大裁（諸）令４第４２号）

を取り消す。 

 第２ 事案の概要 

  １ 事案の要旨 

    姫路税務署長は、原告に対し、原告の有する国税の還付金等について、国税通則法５７条１

項に基づき、原告の納付すべき国税等に充当する各充当処分を行うとともに、地方税法附則

９条の１０第２項及び第３項に基づき、原告の納付すべき国税等に対する委託納付の処理を

行った。 

    本件は、原告が、上記各充当処分及び上記各委託納付の取消しを求める審査請求をしたとこ

ろ、裁決行政庁から、①本件審査請求のうち上記各委託納付の取消しを求める部分をいずれ

も却下し、②本件審査請求のうち上記各充当処分の取消しを求める部分をいずれも棄却する
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旨の裁決を受けたため、裁決行政庁の属する被告国に対し、上記裁決の取消しを求める事案

である。 

  ２ 関係法令の定め 

    関係法令の定めは、別紙「関係法令の定め」のとおりである。なお、同別紙で用いた略語は

本文中でも用いる。 

  ３ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認め

られる事実） 

  （１）当事者等 

     Ｄ（以下「亡Ｄ」という。）は、令和３年１１月●日に死亡し、同日、同人に係る相続

（以下「本件相続」という。）が開始した。Ｅ及び原告は、いずれも亡Ｄの子である。（甲

２の１、乙１３、１４） 

  （２）原告の還付金の発生 

    ア 原告は、令和３年１１月１日、姫路税務署長に対し、令和３年１月１日から同年１０月

３１日までの課税期間に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の確定

申告書を提出した。当該申告書の提出により、別表１順号１の「本税」欄記載の金額の還

付金が発生した（以下「本件還付金①」という。）。 

    イ 原告は、令和４年１月１１日、姫路税務署長に対し、令和３年１２月１日から同月３１

日までの課税期間に係る消費税等の確定申告書を提出した。当該申告書の提出により、別

表１順号２の「本税」欄記載の金額の還付金が発生した（以下「本件還付金②」という。）。 

    ウ 姫路税務署長は、令和４年７月７日付けで、原告の平成３１年１月１日から令和元年１

２月３１日まで及び令和２年１月１日から同年１２月３１日までの各課税期間の消費税等

について、通則法２５条の規定に基づき、税額等の各決定処分を行い、別表１の順号３及

び４の各「本税」欄記載の金額の還付金が発生した（以下、順に「本件還付金③」、「本件

還付金④」という。）。（以上、甲１・１～５枚目） 

  （３）亡Ｄの還付金等の発生 

     姫路税務署長は、令和４年７月７日付けで、亡Ｄの平成２９年分から令和３年分までの各

年分の所得税及び復興特別所得税（以下「所得税等」という。）並びに平成２９年１月１日

から同年１２月３１日まで、平成３０年１月１日から同年１２月３１日まで、平成３１年１

月１日から令和元年１２月３１日まで、令和２年１月１日から同年１２月３１日まで及び令

和３年１月１日から同年１２月３１日までの各課税期間の消費税等について、通則法２４条

の規定に基づき、各更正処分（以下「亡Ｄ各更正処分」という。）をした。（甲２の１） 

  （４）原告の納付すべき国税等の発生 

     姫路税務署長は、令和４年７月７日付けで、原告に対し、別表３記載の各所得税等及び各

消費税等について、同表の「区分」欄のとおり、各決定処分、各更正処分並びに無申告加算

税及び過少申告加算税の各賦課決定処分（以下「本件各処分」という。）をした。本件各処

分により、原告について、同表の「本税及び加算税の額（Ａ）」欄のとおり、納付すべき国

税等が発生した。（甲２の１） 

  （５）充当処分及び委託納付 

    ア 姫路税務署長は、令和４年７月１５日、通則法５７条１項の規定に基づき、本件還付金

①である１９３８万３５１７円及び本件還付金②である６６３万３１７３円のうち２００
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円を、別表３順号８及び１０の「充当額（Ｂ）」欄のとおり充当する旨の各処分（以下

「本件各充当処分」という。）をした上で、同日付けで、その旨を国税還付金充当等通知

書により、原告に通知した。（甲１・１～３枚目） 

    イ 姫路税務署長は、本件相続に係る法定相続人が原告及びＥの２名であり、亡Ｄ各更正処

分により発生した還付金等（以下「亡Ｄ還付金等」という。）については民法所定の法定

相続分（民法９００条４号）である２分の１の割合が原告に属することを前提として（甲

１・６～１５枚目。本件相続による相続関係には当事者間に争いがある。この前提に従い

本件相続により原告が取得したとされる亡Ｄ還付金等の金額は別表２の各「本税」欄及び

「延滞税」欄記載のとおりであり、以下「亡Ｄ各還付金等（原告分）」という。）、令和４

年７月１５日、本件各充当処分後の本件還付金②（ただし、別表１の順号２の「還付加算

金」欄記載の還付加算金を加算した後のもの。）、本件還付金③及び本件還付金④並びに亡

Ｄ各還付金等（原告分）に別表２の「還付加算金」欄記載の各還付加算金を加算した各還

付金等を、地方税法附則９条の１０第２項又は第３項の規定に基づき、別表３順号１、２

及び６～９の「委託納付額（Ｃ）」欄のとおり、各委託納付（以下「本件各委託納付」と

いう。）があったものとして、未納の国税等に収納した。姫路税務署長は、同日付けで、

その旨を国税還付金充当等通知書により、原告に通知した。（甲・１・２～１５枚目） 

  （６）審査請求及び裁決 

     原告は、令和４年８月２５日、本件各充当処分及び本件各委託納付を不服として、その全

部の取消しを求めて、国税不服審判所長に対して、審査請求（以下「本件審査請求」とい

う。）をした。（乙１～３） 

     裁決行政庁は、令和５年３月１７日付けで、本件審査請求のうち、本件各充当処分に対す

る部分をいずれも棄却し、本件各委託納付に対する部分をいずれも却下する旨の裁決（以下

「本件裁決」という。）をした。本件裁決に係る裁決書（以下「本件裁決書」という。）の謄

本は、同月２３日に原告に送達された。（甲２の１、乙１８） 

  （７）本件訴えの提起 

     原告は、令和５年４月１３日、本件訴えを提起した。（当裁判所に顕著な事実） 

  ４ 争点及び争点に対する当事者の主張 

    本件の争点は、本件裁決の適法性である。 

   【被告の主張】 

  （１）本件裁決のうち、本件各充当処分に対する審査請求を棄却した部分の適法性は、裁決固有

の瑕疵の有無をもって判断すべきである（行政事件訴訟法１０条２項）。他方、本件裁決の

うち、本件各委託納付に対する審査請求を却下した部分の適法性は、裁決固有の瑕疵の有無

のほか、審査請求を却下した判断の違法の有無をもって判断すべきである。 

  （２）本件裁決に手続上の瑕疵はない。原告は、本件裁決に当たって担当審判官が資料を確認し

なかった点が違法である旨主張するが、担当審判官には通則法９７条１項に基づきいかなる

調査を行うかという点について広範な裁量が認められるところ、本件各充当処分の適法性を

判断するに当たり、原告が主張する資料を確認する必要性はないから、担当審判官に裁量権

の逸脱又は濫用は認められない。また、原告は、担当審判官による争点の設定の仕方が違法

である旨も主張するが、理由がない。その余の原告の主張はいずれも裁決固有の瑕疵に当た

らない。 
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  （３）本件各委託納付は「国税に関する法律に基づく処分」（通則法７５条１項）に当たらない

から、本件各委託納付に対する審査請求を却下した本件裁決に違法はない。 

   【原告の主張】 

  （１）原告は本件審査請求で本件各委託納付を問題としていないから、裁決行政庁が本件裁決書

に本件各委託納付に係る争点を設定して記載したのは違法である。本件裁決書には、これら

の争点について原告の主張が捏造されている。 

  （２）本件裁決には、担当審判官が、本件還付金③及び本件還付金④の発生根拠となる資料、亡

Ｄ各還付金等（原告分）の相続や財産の移動に係る資料、本件各処分、本件各充当処分並び

に本件各委託納付に関係する亡Ｄ及び原告の関連法人３社（株式会社Ｆ、株式会社Ｇ、合同

会社Ｈ。以下「原告関連法人」という。）の資料を確認しなかった違法があり、原告の納付

すべき国税等の認定に誤りがある可能性がある。仮に裁決行政庁がこれらの資料を有する場

合、原告に開示しなければならない。 

  （３）原告が代表社員を務める合同会社Ｈに対する法人税の更正処分等が裁決により取り消され

ているから、本件各処分は違法であり、本件各処分を前提とする本件裁決は違法である。 

  （４）本件裁決書には判断の理由付記に瑕疵がある。 

  （５）本件各処分は、一部が令和５年７月１４日付け裁決により取り消されたから、本件各充当

処分も付随して取り消されるはずであり、本件裁決は前提に誤りがあり違法である。 

  （６）本件各充当処分には誤りがあり違法であり、本件各充当処分を適法とした本件裁決は判断

を誤ったものである。 

  （７）本件各処分には瑕疵があるから、本件各充当処分も違法である。 

  （８）姫路税務署長が亡Ｄ還付金等を相続分に従って分割したのは違法であるから、亡Ｄ各還付

金等（原告分）を本件各委託納付の対象とした点には瑕疵がある。 

  （９）Ｉの事業で生じた税金について原告は第二次納税義務により納付しており、原告の納付す

べき国税等は消滅している。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 本件裁決の適法性 

  （１）判断の枠組み 

     処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えの両方

を提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由とし

て裁決の取消しを求めることができない（行政事件訴訟法１０条２項）。本件裁決は、本件

審査請求のうち、本件各充当処分に対する部分をいずれも棄却し、本件各委託納付に対する

部分をいずれも却下するものである（前記前提事実（６））。したがって、原告は、本件訴え

においては、本件各委託納付に対する審査請求を不適法とした判断の違法性及び本件裁決固

有の瑕疵を理由として、本件裁決の取消しを求めることができるが、本件各充当処分の違法

を理由として本件裁決の取消しを求めることはできない。 

  （２）本件各委託納付に対する審査請求を不適法とした判断の適法性 

     税務署長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこ

ととなっている国税があるときは、還付金等をその国税に充当しなければならない（通則法

５７条１項）。もっとも、地方税法附則９条の１０第１項各号に規定する場合、当該還付金

等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税務署長に対し、当該還付金等により納付す
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べきこととなっているその他の国税を納付することを委託したものとみなされる（地方税法

附則９条の１０第２項、第３項）。 

     本件各委託納付は地方税法附則９条の１０第２項又は第３項に基づくものである（甲１）

ところ、同条２項及び３項に基づく委託納付は、上記のとおり、所定の要件を充足する場合

に法律上当然に納付を委託したと擬制される制度である。そうすると、本件各委託納付の過

程には、公権力の主体たる行政庁の行為を観念することができないから、本件各委託納付は

通則法７５条１項所定の「国税に関する法律に基づく処分」に当たらず、同項に基づく審査

請求の対象とならない。 

     したがって、本件裁決のうち、本件各委託納付に対する審査請求をいずれも不適法と判断

した部分は適法である。 

  （３）本件裁決固有の瑕疵（手続的違法事由）の有無 

    ア 争点整理の方法について（原告の主張（１）） 

    （ア）原告は、本件裁決について、裁決行政庁が①委託納付に対する審査請求の適法性を争

点としたこと、②本件各委託納付の適法性を争点としたこと、③原告の主張を捏造した

ことが違法である旨主張する。 

    （イ）ａ 証拠（甲７）によれば、本件審査請求において姫路税務署長が本件各委託納付に

対する審査請求は不適法である旨主張した事実が認められる。そうすると、裁決行

政庁は、姫路税務署長の主張を踏まえて、委託納付に係る審査請求の適法性を争点

として設定したものと考えられるから、原告の上記①の主張は採用することができ

ない。 

       ｂ 証拠（乙３）によれば、原告は、裁決行政庁に対し、令和４年９月２日付け「審

査請求書の補正書」を提出したこと、同補正書は、同年８月２５日付けで提出した

審査請求書の補正をするものであり、「補正を要する事項」欄の「３ その他、処

分名」欄に、本件各充当処分及び本件各委託納付が記載されていることが認められ

る。同補正書の記載内容によれば、原告は、本件各委託納付を本件審査請求の対象

とし、本件各委託納付の適法性を争う旨の態度を示したといえる。 

         他方で、本件審査請求の審理において原告が裁決行政庁に提出した令和５年２月

２２日付け「争点整理表の訂正申立書」と題する書面には、本件各委託納付は原処

分庁主張のとおり適法なはずである旨が記載されているが（乙１４）、原告から裁

決行政庁に対して上記審査請求書の補正書の記載の全部又は一部を撤回する旨の書

面が提出されたことをうかがわせる証拠はない。そうすると、裁決行政庁は、上記

審査請求書の補正書の記載内容及び一連の審理経過を踏まえて、本件裁決において、

本件各委託納付の違法性の有無を争点として設定したと認められるから、原告の上

記②の主張は採用することができない。 

       ｃ 証拠（甲２の１、乙２、５～７、１０～１４）によれば、本件裁決書の「理由」

の３（１）及び（２）に「請求人の主張」として記載されている主張は、いずれも

原告が本件審査請求の審理において裁決行政庁に提出した主張書面に記載した主張

の内容を要約したものであると認められる。また、原告が裁決行政庁に提出した主

張書面上、委託納付に係る審査請求の適法性に関して主張をしているか否かが明確

ではないところ、裁決行政庁において、本件各委託納付の適法性に関する主張を本
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件各委託納付に対する審査請求の適法性に関する主張として整理して本件裁決書に

記載したことが、原告がいうような主張の捏造であるということはできない。した

がって、原告の上記③の主張は採用することができない。 

    イ 資料の確認について（原告の主張（２）） 

    （ア）原告は、本件審査請求の担当審判官が、本件還付金③及び本件還付金④の発生根拠と

なる資料を確認しなかったこと、亡Ｄ各還付金等（原告分）の相続や財産の移動に係る

資料、本件各処分、本件各充当処分並びに本件各委託納付に関係する亡Ｄ及び原告関連

法人の資料を確認しなかったのは違法である旨主張する。 

    （イ）ａ この点、通則法９７条１項に基づく質問検査を実施するか否か及びその実施の方

法については、その文言に照らして、担当審判官の合理的な裁量に委ねられている

ものと解するのが相当である。 

       ｂ（ａ）まず、本件還付金③及び本件還付金④は通則法２５条に基づく本件各決定処

分により発生している（前記前提事実（２）ウ）ところ、本件裁決もこれと同

様の認定をしていること（甲２の１・４頁）に照らせば、担当審判官は本件還

付金③及び本件還付金④の発生根拠となる資料を確認したものと認められる。 

        （ｂ）次に、本件各委託納付は、原告が法定相続分に従って亡Ｄ還付金等の２分の

１の割合を取得したことを前提としている（前記前提事実（５）イ）ところ、

本件相続に係る法定相続人が誰であるかは戸籍謄本により容易かつ客観的に確

認することができる事項であり、国税不服審判所の担当審判官がその確認をし

ない事態は想定し難い。したがって、担当審判官が亡Ｄ各還付金等（原告分）

の相続に関する資料を確認しなかったという原告の上記主張を採用することは

できない。 

        （ｃ）本件各充当処分及び本件各委託納付は、自然人である原告が有する還付金等

及び国税等について行われたものであるから、亡Ｄ及び原告関連法人の財務資

料は、いずれも本件各充当処分及び本件各委託納付と関連性を有せず、担当審

判官がこれらを確認する必要があるとは認められない。 

           この点に関し、原告は、本件各処分の適法性を判断するために上記資料を確

認する必要がある旨も主張する。しかし、本件各処分は、本件各充当処分とは

目的を異にする別個独立の処分であるから、本件各処分の違法性は本件各充当

処分に承継されないというべきであって、原告は本件各充当処分に対する審査

請求（本件審査請求）において本件各処分の違法事由を主張することはできな

いと解するのが相当である。そうすると、裁決行政庁は、本件各処分を不服申

立ての対象としていない本件審査請求の審理に際し、本件各処分の適法性を審

理する必要はないから、本件裁決を行った審判官において本件各処分の適法性

に関する資料を確認する必要性があるとはいえず、原告の上記主張は採用する

ことができない。 

        （ｄ）また、原告は、担当審判官が資料の確認を怠った結果、本件裁決には事実認

定の誤りがある旨を主張し、これを裏付ける事実として、株式会社Ｇ及び株式

会社Ｆの未納国税について督促金額等の全部取消しが行われた事実（甲５の

１・２）を挙げる。しかし、上記事実から本件裁決の事実認定に誤りがあるこ
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とを推認することはできないから、原告の上記主張を採用することはできない。 

       ｃ したがって、原告の上記主張には理由がない。なお、原告は、裁決行政庁は本件

裁決の基礎とした資料を原告に開示しなければならない旨も主張する。この点、通

則法９７条の３第１項は、審査請求人は、審理手続が終結するまでの間、担当審判

官に対し、原処分庁の提出した証拠書類等や職権調査により提出された書類等の閲

覧等を請求することができる旨を定めるところ、本件審査請求の審理において原告

が担当審判官に対して同項に基づく閲覧等の請求を行ったことを認めるに足りる証

拠はない。原告の上記主張が、同項に基づく請求がなくとも担当審判官は証拠書類

等を審査請求人に閲覧させるべきであるという趣旨のものであれば、このような主

張は法律上の根拠に基づかないものであり、採用することはできない。 

    ウ 原告関連法人に対する処分の取消しについて（原告の主張（３）） 

      原告は、原告が代表社員を務める合同会社Ｈに対する法人税の更正処分等が裁決により

取り消されたこと（甲６）を根拠に、本件各処分が違法であり、本件各処分を前提とする

本件裁決は違法である旨を主張する。しかし、上記イの説示のとおり、本件各処分の違法

性は本件各充当処分に承継されず、本件各処分の適法性は本件審査請求における審理の対

象とならないから、原告の上記主張は採用することができない。 

    エ 理由の記載について（原告の主張（４）） 

      原告は、本件裁決書には理由の記載に不備がある旨を主張する。この点、通則法に基づ

く審査請求に対する裁決の裁決書には「理由」の記載を要する（通則法１０１条１項４号）

ところ、本件裁決書（甲２の１）は、本件各委託納付に対する審査請求が不適法であるこ

とを示し（同８頁）、本件各充当処分が通則法５７条１項及び３項の要件を充足し適法で

あることを示した（同９頁）上で、本件各処分が違法である旨の原告の主張に対し、本件

各処分の違法性は本件各充当処分に承継されない旨の判断を示している（同９～１０頁）

から、理由付記に瑕疵があるとは認められない。 

    オ 本件各処分の一部の取消しについて（原告の主張（５）） 

    （ア）原告は、本件各処分の一部が令和５年７月１４日付け裁決により取り消されたから、

本件各充当処分も付随して取り消されるはずであり、本件裁決は前提に誤りがあり違法

である旨主張する。 

    （イ）証拠（甲１４）によれば、国税不服審判所長は、令和５年７月１４日付け裁決により、

本件各処分のうち原告の平成２９年分から令和３年分までの所得税等に係る各決定処分

等（別表３順号１～５）の一部を取り消した事実が認められる。 

       しかし、本件各充当処分は、本件各処分のうち消費税等に係る更正処分（別表３順号

８及び１０）により発生した納付すべき消費税等に対するものである（前記前提事実

（５）ア）から、国税不服審判所長による令和５年７月１４日付け裁決により本件各充

当処分の効力が影響を受けることはない。 

       また、本件各委託納付の一部（別表３順号１及び２）は、上記のとおり各一部が取り

消されるよりも前にされた本件各処分により発生した納付すべき国税等に対するもので

あるが、上記（２）説示のとおり、納付すべき国税等の存否にかかわらず、本件各委託

納付は通則法７５条１項所定の国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがっ

て、上記裁決の存在は、本件各委託納付に対する審査請求を不適法として却下した本件
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裁決の判断の当否を左右するものではない。 

       したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

    カ 原告のその余の主張（原告の主張（６）～（９））は、いずれも本件各充当処分、本件

各委託納付又は本件各処分の違法性を主張するものであり、裁決固有の瑕疵に当たらない。 

  （４）以上より、本件裁決は適法である。 

  ２ 結論 

    よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

神戸地方裁判所第２民事部 

裁判長裁判官 龍見 昇 

   裁判官 鈴鹿 祥吾 

   裁判官 関根 隆朗 
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、．

別紙

関係法令の定め・

第1 国税通則法（以下「通則法」・という。）

・ （充当） ．

5 第5・7条 国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等がある場合において、

その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税

（賂）があるときは、前条第1項の規定による還付に代えて、還付金

等をその国税に充当しなければならない。この場合において、その国

•• 税のうちに延滞税又は利子税があるときは、その還付金等は；まず延

10..... 滞税又は利子税の計算の基礎となる国税に充当しなければならない。

2、3 ・（略） ．．

．第2 地方税法附則 • 
、．

（譲渡割に係る充当等の特例） ’ 

• 第 9 条の 1 0 国税通則法第57条の規定は、’次の各号のいずれかに該当十る

16 還付金等については適用しない。（略） ． ． 

ヽ ． — （略）

• •2 前項第1号に規定する場合にあっては、同号の還付金等の還付

． を受けるべき者は、当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し、

当該還付金等（略）により未納譲渡割等又は納付すべきこととなつて・

幻 ． いるその他の国税を納付することを委託したものとみなす。

28 

3 第1項第2号に規定する場合にあっては、同号の還付金等の還

付を受けるべき者は、当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対 '

し；当該還付金等（略）により未納譲渡割等を納付することを委託し

たものとみなす。

4、5 （略）．

..以上
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別表1.
• 本件各遠付金

． 
（単位：円）

・順号 税目 課税期間 還付金の額
内訳

． ．． • 本税 • 延滞税． 還付加算金

1 捐費税等
令和3年1月1Bから 19. 383. 517 19. 383, 517 • 
令和3年10月31日，まで

2 消費税等
．令和3年1ぶ月 1日lから • . 6,649. 173 6,633, 173 16. 000 
令和3年12月31日まで .. 

． 
平成31年1月1・日から

• 

• 3 消費税等 令和元年I~月 31 日まで． ． 
17, 707. 2%~ 17; 707,223 

．． 

4 消費税響
令和2年1月1日心ら 220. 752 izo.'752 ＇ 
令和 2 年12月 31 日で• • 

． 、
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別表2 p 
．亡-街塁付金等偏告分）

•（単位：円）

， ， ’ 内訳

穎号 ・税目 諷税期閏等 ・ ． 還付金等の額
＊税 延滞税 還付加算金.. ． 

• 

1 所得税等 平成29年分 219, 100 '21_8, 400 700 
．． 

2 所得税等． 平成30年分． 208, 60Q 208, 100 訊0
．． 

. 3 所得税等 令和元年分 22． 1. 060 221,050. 
． ． ： 

4 ．．所得税等
.. 
令和．．2年分 328: 600 328,600 

.. 
．． 

• ． ： 
．． 

： ．． 

5 所得税等・ ．令和3年分 ' .)96, 960 195, ~50 

｀ 
．． 

平成29年 1 月 1 日••から · ’ 
．． 

6 消費税等 平成294印2月31日まで
• 526,360 524, 350 -2, 000 

．． 

•平成30年 1 月 1 Bから ． 

7 消費税等 平成30竿12月31日まで
532,850 630,460 2,400 
． ．． 

. 8 •消費税・等 ．
平成31年1月1日から ・.118.,300 . 115. 800 2,500 
令和元年J2月3l日まで・
． 

令和2年1月1日から・
． ．ヽ ， 消費税等 1, 017; 600 1,014, 700 . 2,900 ・ 

令和2年12月31日まで ． ． 

•I O 消費税等 芯
3年1月1日から • 
3年12月31日まで 692,200． . 689,800 . - 2! 400 
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別表3

原告の納付すべき国税等（令和4年7月15日現在）
．． U柑~ llll 

• ・・・ • 

本伸各充託当処納分付綬及びの

順号 税目 鵬攣闊閏等 ・区分
＊磁及び加算裏の額 ．克(当B)額

棗託納付饂 ＊件各繁

U) (C) 未納璽顧
・ヽ (A) -(8)-(C) 

検定 ＊ 璽 49し500一496. 500 ゜1 精得鵬0 平慮29年分
艮霧峡定

鑓拿0加算諷 93A00 一— 73,500 ．． 
過少摩告”算置 -・---- ーク ＿ 

夏IE ＊ 磁 91z,qDO — 242, t.65 669,835 

2 精得醗疇 平成30年分 鑓申告加霧皐 -----ー
.. 

ヽ
鼠諷檎宣

•一 — 過少申告加算裏 1 1 1. 500 • lll, 500 

夏正 ＊ 箪 I, 089, 000 ・--- .---— 
I, 089, 000 

3 胃得裏疇 令和元年分 饂 9告加露皇 •一一— 賦羅決定
． ． 

遍少ゆ畜細算視 13',000 一一 13T, 000 

.. 

｀ 

夏IE ＊ 翼 '9.“̀ "゚
. ___.-: ン g, 478, 900 

4 、所得裏響 會和2年分 餓申告臼算讚 -~ 一. 麟鵬験定
逼少卓告加露璽 .---—て ．・----La狐印0 L395．印〇

夏 ＊・ 諷 ・1.o"."゚----一
.. 

.J, 047, 700 
， 

. s 所．得． 裏零 令瓢3年分 銭＊告皿算裏 一 -----. 一 --虞鵬浪定
過少申告加算攣 ．． 131, 000 ----一 t3l. ooo 

平慮2ば"i laから
虹 ＊ ． 諷 L4"A90 ーン 、2.473; 900 

゜6 請費磁響 平鼠a 12月318まで 累羹定
鰻事も加算鷹 4蒻；oodーン— 469. 000 過少寧告m算覗 ・・. ・一 ン — ＇ ． 饒定 ＊ 裏 3,318.000 一3. 368. ooo ゜7 清費楓等・

平成闘年1月1日が6. 鱈事•告加算皐 “1000 ・---- ---・ 647,• OOO 
平成30年121181日まで 鼠闘饒定

過少申告加算覗 --------I 夏正・ ＊ ．星 •◄1.m.閲O 19,383,517 22,388,083 

゜8 惰費裏等
令和3年1月1日から 鑓＊告加算裏 --------・ -會”3鋼ID月,,日まで 賦鱈良定
． ． 週少申告加算覗 6.240,500 ー— 6, %40,500 令和3年19月18から

更 ・ ＊ 覆 “a.soo — • • 268.900 

゜g 情費箪疇 鰻寧〇加算皐 -----一ヽ •一
令fD3年II月90日まで 虞霞侠定

． 

温少申書饂算睾 狐ODO
―――― - Z&. 000 

｀ 

. 夏lE ＊ 彎 ． zoo 200 上―――-
• 0 

• 10 図費睾等
令'13年1.2月1日から

／ 
饂申惰加算製 ・ --—· ー令 311!12月91日まで
逼少傘告饂算鼠 -__;,..,---（注） r本件各充当処分及び本仲各繋託納付襲の未納税額(A)-m)... ,(C)』讚には、董壽税は含まない．
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